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　白石町人権擁護委員による人権週間（12月4日～10日）の広報活動を行いました。
物品配布を通して、人権を尊重することの大切さを周知しました。
　町では毎月「人権相談」を行っています。人権擁護委員は、法務大臣が委嘱した民
間のボランティアの方々です。人権問題や、いじめや家庭内暴力に関する悩みごとが
ありましたら、お気軽にご利用ください。相談は無料で、秘密は固く守られます。

白石町男子ワンバウンドふらばーるバレーボール交流大会

「誰か」のこと　じゃない。
第77回人権週間

　今回初めて開催したこの大会に、町内25チームが出場しました。
　いびつな形のボールを使用するこの競技は、通常のバレーボールと違い自陣に来たボールは必ずワンバウンドさせ
てからレシーブするルールです。選手のみなさんは思いもよらない方向へバ
ウンドするボールに悪戦苦闘していましたが、終始笑い声と「ワンバン！」
の掛け声が飛び交う楽しい交流大会となりました。

株式会社スーパーモリナガからの寄付
障害者支援に活用を

　障害者支援に役立ててほしいと、株式会社スーパーモリナガ（堤浩一代表
取締役社長）から寄付の申し出があり、12月2日に贈呈式が行われました。
　同社は「障害者の自立を手伝いたい」との思いから、障害者雇用に力を入れ、
障害者が生き生きと生活できるような環境づくりに取り組まれています。
　いただいた寄付は、町内の障害福祉事業所の環境づくりに活用させていた
だきます。

JICA海外協力隊でケニアとブラジルへ
　JICA海外協力隊として派遣されることになった白石町出身の溝口

なつ
奈都さ

ん（多田）、田中
ゆうだい
雄大さん（東郷移）が町長を表敬訪問されました。

　溝口さんは、令和7年12月から2年間、PCインストラクターとしてケニ
アに派遣され、現地の職業訓練校でパソコン操作の指導等を行われます。
　田中さんは、令和8年1月から2年間、体育指導のためブラジルに派遣さ
れ、主に陸上競技の指導を行い、日本文化継承の役割も担われます。

■結果
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　住ノ江区在住の山口了古さんのお店「Rn Rn_kitchen（ルンルンキッチン）」に、白
石町産レモン「璃の雫®」を使ったスイーツを作っていただき試食会を開催しました。
　「Rn Rn_kitchen」は、心と身体を整える幸せスイーツづくりをコンセプトに、オー
ガニックや無農薬を選ばれ、小麦粉、白砂糖、乳製品や卵を使用しないスイーツも豊
富で、素材や原料選びにこだわりを持たれています。
　試食会では、璃の雫®のジャム、佐賀県産無農薬の米粉を使用したパウンドケーキ、
タルトやRawスイーツを試食しました。璃の雫®の特徴であるまろやかな酸味がス
イーツの甘味とマッチし、こだわりの素材の味が感じられるやさしい味で美味しくい
ただきました。
　今回試食したスイーツも、今後販売に向けて準備されています。

り

璃の
しずく

雫®を使ったスイーツの試食会を開催

全校生徒で町をきれいに

　佐賀農業高等学校全校生徒による清掃ボランティアが行われ、役場周辺や歌垣公園
などの落ち葉の集草やごみ拾いをしていただきました。丁寧な作業のおかげで、枯れ
葉やごみがなくなりとてもきれいになりました。
　佐賀農業高等学校のみなさん、ありがとうございました。

ごみ減量化・リサイクル推進ポスター標語コンクールの入賞者決定
　佐賀県西部広域環境組合で、「私たちにできるごみの
減量、リサイクル」をテーマとして、管内の小学４年生
を対象に標語コンクール、5年生を対象にポスターコン
クールが行われました。
　たくさんの応募の中から、ポスターの部で福富小学校
5年生の坂井杏吏さん、標語の部で六角小学校4年生の
田中利奈さんが入選しました。一人ひとりの日常におけ
る意識が未来へ結びついていることを伝えてくれている
すばらしい作品です。入賞おめでとうございます。

　今年も、まちづくりの会GROUP-Sのメンバーが率いるサンタクロースとトナカイ
が町内50軒のお宅を訪問し、98人の子どもたちにクリスマスプレゼントと夢を届け
ました。
　20回目を迎え今年で最後となったこの行事。始めたころにプレゼントを届けた子
どもが、今度はスタッフの一員としてプレゼントを届ける役になり、歴史を感じる行
事となりました。
　これまで20年間、ありがとうございました。

子どもたちに笑顔と夢を届けて20年
GROUP-S サンタに逢えるクリスマスinしろいし　ファイナル！

■入選

■入選

「いりません　その一言で　ごみげん量」

福富小学校5年生

坂井 
あ ん り
杏吏さん

六角小学校4年生　田中 
り   な
利奈さん

熱心に取り組む生徒たち

佐賀県立佐賀農業高等学校による清掃ボランティア
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新たな決意を胸に
令和8年 白石町二十歳のつどい

　ふれあい郷自有館で令和8年白石町二十歳のつどいが行われ、保護者や恩師、町議会議員などたくさんの来賓にご
臨席いただき、二十歳を迎えた223人の門出を祝いました。
　式典では二十歳を代表して高崎

はるき
暖規さん、紀伊

かいせい
海青さんの2人が、現在の心境や将来への決意など意見発表を行い

ました。
　また、定松

はるき
遥己さんが「二十歳の門出を迎え、一人一人が自分の行動に責任を持ち、社会の一員として常に向上心

を持って前進する覚悟でおります。これからは大人として、これまで頂いたご恩に報いるべく、一層の自覚をもって
日々歩みを進めてまいります」と謝辞を述べました。
　式典後には思い出の動画が放映され、恩師からの激励のメッセージや小・中学校時代の懐かしい写真が映し出され
ると会場内は大変賑わいました。
　参加者は久しぶりの友人との再会を楽しみ、二十歳という節目を迎えて決意を新たにしていました。

■式典の様子

■謝辞 ： 定松遥己さん（有明地域）■意見発表 ：高崎暖規さん (白石地域)、紀伊海青さん(福富地域)

■記念品受領 ： 平野藍斗さん(白石地域)、紀伊美空さん(福富地域)■司会 ： 森美月さん（有明地域）、大石純誠さん（白石地域） ■ピアノ伴奏 ： 大江彩歌さん（白石地域）

※当日の写真は、町ホームページにも掲載しています



問 保健福祉課 福祉係　TEL 0952-84-7116

問 総務課 危機管理・防災係　TEL 0952-84-7111

共済期間 4月1日から令和9年3月31日

掛金 1人500円

共済概要 交通事故での死亡や10日以上の入院・通院などの交通災害にあわれた方に
見舞金を支給する相互扶助制度

申込方法 白石町民専用申込書に記入し、九州管内のゆうちょ銀行・郵便局または役場
会計室で申し込む

広報白石 R8・2 5

有
料
広
告

物価高対応子育て応援手当のお知らせ
～児童1人につき2万円支給します～

　支給対象となる保護者に、2月中旬頃「支給についてのお知らせ」を郵送予定です。原則手続きは不要で、
児童手当の受給口座に振り込みます。
■対 象 児 童　平成19年4月2日～令和8年3月31日に生まれた児童
■支給対象者　対象児童の児童手当受給者
■支 給 金 額　児童1人につき2万円
■支 給 時 期　3月支給開始
　　　　　　　※申請が必要な人は、支給時期が遅くなります。

・令和7年10月1日～令和8年3月31日に生まれた子どもの保護者
・児童手当受給者が公務員の人
・令和7年10月1日以降に離婚などで児童手当の受給者が変更になった人など

HPはこちら

※申請が必要なのはどんな人？

町ホームページ

令和8年度 交通災害共済加入申込みを始めました
～申込はゆうちょ銀行・郵便局、白石町役場会計室で～

　令和8年度交通災害共済の加入申込みを始めました。
　申込書（白石町民専用・三枚複写）とパンフレットは駐在員な
どを通じて配布しています。町内の郵便局や役場会計室にも準備
していますので、もしもに備えて家族皆さんで加入
しましょう。詳細は、パンフレットをご覧ください。



令和7年分所得税(住民税)の確定申告が始まります！

役場での確定申告相談は事前予約が必要です！

令和7年分　確定申告相談会について

※電話予約は、大変混雑することが予想されます。
　スマートフォンやパソコンなどをお持ちの人はネット予約をご利用ください。

6 広報白石 R8・2

■期　間　　2月16日（月）～ 3月16日（月）※土日祝日を除く　（ただし2月22日は日曜開設）
■場　所　　役場3階大会議室
　　　　　　※開場は8時45分

予約時の注意事項
・電話予約の際は、あらかじめ相談希望日を決めておいてください。
・ネット予約の変更は、予約取り消し後に新たに予約してください。
・相談開始時間の5分前までにお越しください。
　来庁されない場合の予約は無効になります。

■予約方法　　※予約開始2月6日（金）8：30～

予約方法

2月6日(金)
〜

3月15日(日)

電話
予約

24時間

2月6日(金)
〜

3月13日(金)
※土日祝日を除く

 8：30～ 17：15

予約受付期間 予約受付時間

■申告相談日程

申告相談日 相談開始時間 予約上限（件）

ネット
予約

URLまたはQRコード（右）から
予約フォームに接続してください。

【URL】
https://logoform.jp/form/mZQ5/1267994

【確定申告予約受付専用ダイヤル】
 TEL：0952－84－7150

簡単！

1652月16日（月）～3月16日（月）※土日祝除く
ただし、2月22日（日）は開設

2月18日（水）、25日（水）
3月  4日（水）、11日（水）
※水曜日は19：00まで受付

50

25
25
20
25
25
25
20
20
20
10

⑧17：00
⑨18：00
⑩19：00

①  9：00
②10：00
③11：00
④13：00
⑤14：00
⑥15：00
⑦16：00

ネット予約の操作方法
（町ホームページ）
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令和7年分の確定申告は自宅からe-Taxで送信！
問 税務課 町民税係　TEL ０９５２-８４-７１１３

問 武雄税務署　TEL 0954-23-2127

申告相談に持参するもの
1．源泉徴収票（給与・賃金、年金等）※令和7年中に退職金をもらった人は退職所得の源泉徴収票
2．農協や生命保険会社等から個人年金や生命保険の満期金・解約金などを受け取った人は各支払証明書
3．事業の収支内訳書・所得の算出できる資料、経費の領収書など
4．社会保険料控除証明書（町から郵送された国保税の納付証明書など）
5．生命保険料（一般生命・個人年金・介護医療）や地震保険料の控除証明書
6.  医療費通知、医療費控除の明細書※病院や薬局等の領収書の提出のみでは申告できません。
7．寄附金（ふるさと寄附金含む）の領収書など
8．申告する人のマイナンバーカードまたは通知カードと運転免許証などの顔写真付きの身分証明書
9．扶養親族などがいる場合は、その扶養親族などのマイナンバーカードまたは通知カード
10．障害者手帳(身体、療育、精神)
11．申告者名義の預金通帳など口座番号のわかるもの
12．昨年の確定申告書の控え
13．税務署から郵送された確定申告のお知らせハガキ
14．国や町等からの給付金、交付金を受給した人は金額がわかるもの（決定通知書や通帳など）

事業収支内訳書（決算書）は事前に作成を！
事業収支がある人は、必ず事業収支内訳書を作成してご来場ください。作成していないと、確定申告時に通常の2～3倍の
時間を要します。混雑を避けるために事前の作成にご協力ください。収支内訳書（決算書）の用紙は申告会場や税務課窓
口に用意していますのでご利用ください。

医療費控除について
確定申告で医療費控除を受ける人は、支払った医療費の内容をもとに必要事項を記載した「医療費控除の明細書」の添
付が必要です。　
医療保険者が発行する「医療費通知」を確定申告書に添付する場合は、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化すること
ができます。
高額医療費や、入院などで生命保険契約による医療費の補てんがある場合は、差し引いて申告する必要があります。
受け取った保険金などが分かる書類も持参してください。
※「医療費控除の明細書」様式は、下の二次元コードや町ホームページからダウンロードできます。

消費税の申告について
消費税については、自書申告もしくは武雄税務署で申告してください。
※役場の確定申告相談会は、所得税・住民税のみを対象としています。

医療費控除の明細書
（町ホームページ）

　令和6年分の確定申告をした人のうち、約4人中3人がスマートフォンやパソコンを使ってe-Taxで申告しています！
令和7年分の確定申告は、是非自宅からe-Taxをご利用ください。

 確定申告書等作成コーナー  操作マニュアル

国税庁ホームページ
スマホの人はこちら

スマホ、パソコン等の
操作マニュアルを掲載！

作成コーナー 作成コーナー　マニュアル
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国民年金保険料は前納でおトクに納付！

令和7年中に国民年金保険料を納付した人へ

メリット①：2年間で最大17,000円程度の割引！
メリット②：前納した分は全額がその年の社会保険料控除の対象

　「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が日本年金機構から送付されています。国民年金保険料は、所得税と住民
税の申告で全額が社会保険料控除の対象となります。
※確定申告の手続きには、控除証明書や領収証書の添付が必要です。紛失した人は、武雄年金事務所または住民課へご相談
ください。

　令和7年中に納付した国民健康保険税および後期高齢者医療保険料は、申告における社会保険料控除の対象になります。
国民健康保険税と後期高齢者医療保険料の納付証明書は、1月下旬に対象者へ送付しています。
※特別徴収（年金天引き）で納付した人は、通知対象外です。

■令和8年度の前納申込期限　　2月27日（金）必着
■納付額（令和7年度の参考）

国民年金だより

■「医療費のお知らせ」送付時期について

■社会保険料控除用の「納付証明書」について

国民健康保険と後期高齢者医療制度加入者のみなさんへ

問
日本年金機構 武雄年金事務所　TEL 0954-23-0121

　　住民課 住民係　TEL 0952-84-7115

問
佐賀県後期高齢者医療広域連合 業務課　TEL 0952-64-8476

住民課 保険係　TEL 0952-84-7115

問
後期高齢者医療保険料：住民課 保険係　TEL 0952-84-7115

国民健康保険税：税務課 収納係　TEL 0952-84-7113

納付方法 1カ月分 6カ月分 1年分 2年分

納付書（現金）
クレジットカード 17,510円 104,210円 206,390円 409,490円

前
納

口座振替 17,510円 103,870円 205,720円 408,150円

保険種類 医療費のお知らせ 送付時期

国民健康保険
1月～4月診療分 8月上旬
5月～10月診療分 2月上旬
11月～12月診療分 3月上旬
1月～8月診療分 11月下旬

後期高齢者医療
9月～12月診療分 2月下旬

保険料前納について
詳細はこちら
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問 住民課 保険係　TEL 0952-84-7115

問 保健福祉課　健康づくり係　TEL 0952-84-7116
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　生活習慣病などの早期発見・重症化予防のため、後期高齢者医療制度加入者を対象に健康診査を実施しています。この健
康診査は治療中の人でも無料で受診できます。
　対象者には、令和7年6月下旬または10月下旬に受診券・受診票を送付していますので、今年度健康診査を受けていない
人は、早めに受診しましょう。
■健診対象者　後期高齢者医療制度加入者
■健 診 期 間　2月28日（土）まで
■健 診 内 容　問診、身体計測、血液検査、尿検査など
■健 診 場 所　健康診査実施の県内各医療機関（要予約）
■持参するもの　受診券・受診票（問診票）
　　　　　　　　マイナ保険証（または 後期高齢者医療資格確認書）
※医療機関に後期高齢者健康診査を実施しているか確認し、予約をしてから受診してください。

後期高齢者『健康診査』は2月28日(土)までに受診しましょう

今年度の特定健診の受診は3月31日までです！

■毎日健診　特定健診・がん検診を同時に受診できます。

　特定健診は、個別健診か毎日健診のどちらかで受診ができます。
■個別健診　医療機関へ、必ず予約をして受診してください。 　 ※このほか、県内の各実施医療機関で受診できます。

白石町国保に加入している40歳～74歳のみなさん

受診場所 武雄杵島地区医師会検診センター 佐賀県健康づくり財団
佐賀県健診・検査センター

受診期限 令和8年2月末 令和8年3月末

予約方法 電話で「毎日健診希望」と伝える

予約先 TEL 0954-22-3414
月～金曜 10：00～16：00

TEL 0952-37-3314
月～金曜 8：30～17：00

医療機関名　　　　　　　　　電話番号 医療機関名　　　　　　　　　電話番号
有明医院　　　　　　　　　　0952-84-2842

しろいし脳神経外科　　　　　0952-37-3525有島クリニック　　　　　　　0954-65-2066
白石共立病院　　　　　　　　0952-84-6060

有島病院　　　　　　　　　　0954-65-4100 副島医院　　　　　　　　　　0952-84-2205
いけがみ内科クリニック　　　0952-87-2107 原田内科医院　　　　　　　　0952-87-3737
カタフチ医院　　　　　　　　0952-87-2233 溝口医院　　　　　　　　　　0954-65-2046
かわぞえ内科クリニック　　　0952-37-5593 森外科医院　　　　　　　　　0954-65-2059
重村医院　　　　　　　　　　0952-84-2656 祐愛会高島病院　　　　　　　0954-65-3129

※詳しい情報は、
「住民健診ガイドブック」

をご覧ください。
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　がん治療による見た目の変化に対応するために、購入費用の一部を助成する「がん患者アピアラン
スケア支援事業」を行っています。
　2回目以降の購入でも、毎年度上限2万円まで助成金の申請ができます。申請
期限は対象物の購入翌日から1年以内です。期限内に申請をお願いします。
※対象者などの詳細は町ホームページからご確認ください。

　たばこの煙には、喫煙者が直接吸い込む煙（主流煙）と、火のついた先端部分から出る煙（副流煙）、
喫煙者が吐き出す煙（

こしゅつ
呼出煙）があり、非喫煙者が副流煙や呼出煙を自分の意志とは関係なく吸わ

されることを受動喫煙と言います。たばこの火が消えた後も髪や衣類、部屋にたばこの有害物質が
残り、それを吸うことによっても健康に悪い影響を与える可能性があるといわれており、たばこによ
る健康被害は喫煙者だけの問題ではありません。
　望まない受動喫煙を防ぐために、たばこを吸う人も吸わない人もそれぞれがお互いの立場を尊重
し、気持ちよく過ごせる環境をつくっていきましょう。

防煙教育の一環で、白石中学校1年生の生徒が防煙標語をつくりました。
■金賞に選ばれた標語

あなたや家族、知り合いに

・本人の代わりにお金の払い出しに行ったが、後見人をつけるように言われた。
・私たち親に何かあった時、障がいのある子供の将来が心配だ。
・今は元気でいるが身寄りがないので、将来に不安がある。

あなたやご家族の財産や権利を守り、支える方法のひとつに成年後見制度があります。
成年後見制度って何？どんな時に使えばいいの？などお気軽にご相談ください。

心配やお困りごとはありませんか？

医療用ウィッグ・乳房補正具の購入費用を助成しています

受動喫煙から大切な人たちを守ろう

佐賀県社会福祉士会による相談会(要予約)
～成年後見制度～

■日　時　　2月19日（木）　9：30～12：30
■場　所　　役場1階　ミーティング室1
■予約先　　白石町成年後見支援センター（白石町役場長寿社会課内）
　　　　　　TEL 0952-84-7117

煙消え　残るは後悔　胸の奥 もり

森 
ま　ゆ

麻結

問 保健福祉課 健康づくり係　TEL 0952-84-7116

問 保健福祉課 健康づくり係　TEL 0952-84-7116

町ホームページ
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問 農業委員会事務局　TEL 0952-84-7127

問 総務課 広報情報係　TEL 0952-84-7111

統計調査員を募集しています！

白石町農業委員を募集します

※年度により調査地域・募集人員などが異なるため、登録後すぐに調査のお願いをするとは限りません。

■募 集 人 数　　37人
■任　　　　　期　　令和8年7月20日～令和11年7月19日（3年間）
■募 集 方 法　　町内で農業を営む農業者や農業者が組織する団体等からの推薦、一般募集
■募集受付期間　　2月13日（金）～3月13日（金） 8：30～17：15  ※土日祝日を除く
　　　　　　　　　　郵送の場合は3月13日必着
■応 募 方 法　　届出書は町ホームページからダウンロードするか、農業委員会事務局に準備しています。
　　　　　　　　　　必要事項を記入し、郵送か持参してください。
■応募用紙提出先　　〒849-1192白石町大字福田1247番地1
　　　　　　　　　　白石町農業委員会事務局

町内でできる「登録制」のお仕事です
幅広い年代の人が活躍しています！

応募資格
■ 町内在住の20歳以上の人
■ 責任をもって調査に従事できる人
■ 秘密保持に信頼のおける人
■ 税務・警察・選挙に直接関係ない人
■ その他、調査活動に支障がない人

調査員の仕事
調査員説明会への出席、調査票の配布・
回収、調査票の点検・提出など
調査期間は約2ヵ月間です。

こんな人におすすめ！
■ スキマ時間を有効活用したい人
■ 地域の人と接することが好きな人
■ 事務作業が好きな人

調査員報酬
業務内容に応じた報酬が支払われます。
金額は、国の基準によります。
（調査ごとに3～ 7万円程度）

応募方法
統計調査員は登録制です。
随時受付中ですので、興味がある人はお気軽に
お問い合わせください。詳しくはコチラ

町ホームページ
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